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オンライン資格確認の仕組みを基盤とした電子処方箋に係る関係条文 

 

○地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第六十四

号） 

第十二条の二 医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応

じて、医師法（昭和二十三年法律第二百一号）第二十二条第一項又は歯科医師法（昭和二

十三年法律第二百二号）第二十一条第一項の規定によるこれらの者に対する処方箋（書面

に代えて当該処方箋に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。）を作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。）

の交付に代えて、支払基金又は連合会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該

処方箋を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法（以

下この条及び第三十八条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。 

２ 前項の規定により処方箋の提供を受けた支払基金又は連合会は、厚生労働省令で定め

るところにより、当該患者が電磁的方法により当該処方箋に記録された情報を閲覧する

ことができるようにするとともに、当該患者又は現にその看護に当たっている者の求め

に応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を電磁的方法により提供しなければな

らない。 

３ 薬剤師は、前項の規定により提供された処方箋により調剤したときその他厚生労働省

令で定めるときは、支払基金又は連合会に対し、薬剤師法（昭和三十五年法律第百四十六

号）第二十六条に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を含む情報を、厚生労働

省令で定めるところにより、電磁的方法により提供することができる。 

４ 前項の規定により情報の提供を受けた支払基金又は連合会は、第一項の規定により当

該情報に係る処方箋の提供を行った医師又は歯科医師その他の厚生労働省令で定める者

の求めに応じて、これらの者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報を電

磁的方法により提供しなければならない。 

５ 医師又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項又は歯科医師法第二十一条第一項の規

定により処方箋を交付した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は

連合会に対し、当該処方箋に記載し、又は記録した情報を電磁的方法により提供すること

ができる。 

６ 医師又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項若しくは歯科医師法第二十一条第一項

の規定による処方箋の交付又は第一項の規定による電磁的方法による処方箋の提供を行

うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、患者の生

命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求める

ことができる。 

７ 薬剤師は、調剤を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連
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合会に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定め

る情報の提供を求めることができる。 

８ 前二項の規定により情報の提供の求めを受けた支払基金又は連合会は、当該求めに応

じて、厚生労働省令で定めるところにより、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対し

当該情報を電磁的方法により提供しなければならない。 

 

（支払基金の業務） 

第二十四条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）

第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務

を行う。 

一 健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同

法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者（以下「医療機関等」という。）が

行う電子資格確認（同法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。）

の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築する

ための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する業務 

二 第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務 

三 前二号に掲げる業務に附帯する業務 

２ 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び前項各号に掲

げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、医療保険者が行う高齢者の

医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法の規定による保健事業若

しくは福祉事業、後期高齢者医療広域連合（同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広

域連合をいう。第三十九条の二第一項において同じ。）が行う同法第百二十五条第一項に

規定する高齢者保健事業又は法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者

であって厚生労働省令で定めるものが行う健康の保持及び増進を図るための厚生労働省

令で定める事業（第三十五条第二項において「保健事業等」と総称する。）に資するため、

次に掲げる業務を行う。 

一 第十二条の二第一項の規定により処方箋の提供を受け、同条第二項の規定に基づき

当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規

定により、患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬

局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項及び第五項の規定により情報の提供を受け

る業務 

二 第十二条の二第一項の規定により提供を受けた処方箋に記録された情報並びに同条

第三項及び第五項の規定により提供を受けた情報を記録し、管理し、及び活用するとと

もに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関及び薬局が相互に共有す

ることに資する業務 

三 第十二条の二第四項の規定により、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、



3 

 

当該者に対し同条第三項の規定により提供を受けた情報を提供する業務 

四 第十二条の二第八項の規定により、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の求めに応じ

て、同条第六項又は第七項に規定する情報を提供する業務 

五 薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋（第十二条の

二第二項の規定により提供されたものに限る。）を保管する業務 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務 

 

（関係者の連携及び協力） 

第三十八条 医療機関及び薬局その他の関係者は、地域において効率的かつ質の高い医療

提供体制を構築するため、支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務

が円滑に実施されるよう、電磁的方法による処方箋の提供及び電磁的方法により提供さ

れた処方箋により調剤を実施する体制の整備に努めるとともに、相互に連携を図りなが

ら協力するものとする。 

 

その他 

第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、

第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十七条の二、第三十

九条の二、第四十条、第四十三条 他 

 

 

○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第

145号） 

（医薬関係者の責務） 

第一条の五 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品等の有効性及

び安全性その他これらの適正な使用に関する知識と理解を深めるとともに、これらの使

用の対象者（動物への使用にあつては、その所有者又は管理者。第六十八条の四、第六十

八条の七第三項及び第四項、第六十八条の二十一並びに第六十八条の二十二第三項及び

第四項において同じ。）及びこれらを購入し、又は譲り受けようとする者に対し、これら

の適正な使用に関する事項に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。 

２ 薬局において調剤又は調剤された薬剤若しくは医薬品の販売若しくは授与の業務に従

事する薬剤師は、薬剤又は医薬品の適切かつ効率的な提供に資するため、地域における医

療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第六十四号）第十二条の二

第三項の規定による情報の提供その他の厚生労働省令で定める方法によつて、医療を受

ける者の薬剤又は医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設（医療法（昭和二十三年

法律第二百五号）第一条の二第二項に規定する医療提供施設をいう。以下同じ。）におい

て診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供することにより、医
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療提供施設相互間の業務の連携の推進に努めなければならない。 

３ 薬局開設者は、医療を受ける者に必要な薬剤及び医薬品の安定的な供給を図るととも

に、当該薬局において薬剤師による前項の情報の提供が円滑になされるよう配慮しなけ

ればならない。 

 

 

○医師法（昭和23年法律第201号） 

第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合

には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならな

い。ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を

申し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 

一 暗示的効果を期待する場合において、処方箋を交付することがその目的の達成を妨

げるおそれがある場合 

二 処方箋を交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病

の治療を困難にするおそれがある場合 

三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 

四 診断又は治療方法の決定していない場合 

五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 

六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 

七 覚醒剤を投与する場合 

八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合 

２ 医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律

第六十四号）第十二条の二第一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は

現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付したものとみなす。 

 

 

○歯科医師法（昭和 23年法律第202号） 

第二十一条 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた

場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければな

らない。ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない

旨を申し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、その限りでない。 

一 暗示的効果を期待する場合において、処方箋を交付することがその目的の達成を妨

げるおそれがある場合 

二 処方箋を交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病

の治療を困難にするおそれがある場合 

三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 
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四 診断又は治療方法の決定していない場合 

五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 

六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 

七 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において、薬剤を投与する場合 

２ 歯科医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年

法律第六十四号）第十二条の二第一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者

又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付したものとみなす。 

 

 

 


